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I. 調査の目的と概要 

1. 調査の目的と概要 

近年のアジアクルーズ人気の高まりに伴い、日本へのクルーズ客船の寄港数も大きく増加しており、

2015年は約112万人であったクルーズ客船による訪日外国人旅行者数は、2017年には253万人

を突破した。このような中、政府は「クルーズ客船による訪日外国人旅行者数を2020年に500万人」

という目標を立てており、日本各地でクルーズ客船誘致の取り組みが積極的に行われている。 

一方、観光立国を掲げる日本において、観光客が安全に観光できるということは、最優先事項であ

るが、日本は世界有数の地震大国であることを念頭に置かなければならない。特に、2011年の東日

本大震災による津波被害以降も、兵庫県、長野県、熊本県、鳥取県など全国各地で震度６を超

える大地震が発生しており、土地勘や地震等の知識が乏しい訪日外国人旅行者に対する防災対策

が必要である。とりわけ一度に数百から数千もの人々が乗船するクルーズ客船の寄港時においては、

「東海地震、東南海・南海地震（以下、「南海トラフ地震」という。）」など津波を伴う大地震の発生

が危惧される中で甚大な被害に繋がる危険性も高い。それ故、2020年の東京オリンピック・パラリンピ

ック開催を控え、目標とする年間4,000万人にも上る訪日外国人旅行者が安全に日本を観光でき

る環境を整えることは喫緊の課題である。 

このような状況を踏まえ、本調査では管内でも特に数多くのクルーズ客船が寄港する神戸港におい

てクルーズ客船による訪日外国人旅行者の安全・安心な寄港誘致に資する避難誘導に関する方策

検討を、委員会形式で実施した。具体的には、神戸港におけるクルーズ寄港状況及び災害想定につ

いて現状把握を行うことで、関係者の意識合せを行い、その上で、管内各主体の防災に関する意識

及び対策状況について情報を共有し、意見交換を行った。加えて、クルーズ船社等の関係主体や国

内事例（自治体、国内主要港湾、主要駅）へのヒアリング等を通じた情報収集を踏まえ、神戸港に

おける課題を整理し、その解消方策を探ることで、実効性のある避難誘導のあり方を検討した。その

際、クルーズ客船による訪日外国人旅行者は、地震に関する知識が乏しく、地震発生に伴い津波の

危険性がある場合にも、山側（高台）に避難するのではなく、海側（クルーズ客船）へ戻るという行

動をとることが想定されることにも留意した。 

本報告書では、これらの検討を踏まえ、最終的には「クルーズ客船による訪日外国人旅行者に安

心して観光を楽しんでもらうとともに、災害から命を守る」ことを念頭に、その実現のため「有事の際にお

ける円滑な避難誘導の実施及び適切な初動体制の構築を進める」ことを目的とした提言をとりまとめ

ている。 
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2. 調査の検討体制 

本調査の実施にあたっては、有識者、防災・観光・海事関連団体及び企業、国・県・市の行政機

関等から構成される「クルーズ客船停泊時における大規模災害発生を想定した訪日外国人旅行者

の実効性のある避難誘導のあり方に関する調査検討委員会」を設置して、検討を行った。 

 

「クルーズ客船停泊時における大規模災害発生を想定した                     

訪日外国人旅行者の実効性のある避難誘導のあり方に関する調査検討委員会」 

委員名簿 

《委員》 

小野田金司 

芳永  和之 

石野   卓 

渡邊   光 

金田  義明 

塚口  明寿 

村田  秀夫 

小塚  満幹 

横山  和人 

久保  まり 

川路   勉 

小濱  照彦 

石定  正則 

松浦  茂樹 

神戸山手大学 入学センター センター長 副学長（委員長） 

人と防災未来センター 研究部長（副委員長） 

日本クルーズ客船株式会社 顧問 

近畿日本ツーリスト株式会社  関西MICE支店 

早駒運輸株式会社  営業本部 副部長 

一般財団法人神戸観光局 観光部・MICE推進部 部長 

一般社団法人神戸港振興協会 振興部長 

神戸市 危機管理室 防災体制整備担当課長 

神戸市 みなと総局みなと振興部振興課 課長 

近畿地方整備局 港湾空港部 地域港湾空港調整官 

神戸運輸監理部 海事振興部 部長 

神戸運輸監理部 海上安全環境部 部長 

神戸運輸監理部 総務企画部 次長 

神戸運輸監理部 総務企画部 海事交通計画調整官 

《オブザーバー》 

松原  延行 

岩川   洋 

小野山  正 

新井  達廣 

一般社団法人姫路港振興協会 事務局長 

神戸海上保安部 管理課 課長 

兵庫県 企画県民部 災害対策局 災害対策課 課長 

兵庫県 産業労働部 観光交流課 課長 

《事務局》 

池田   真 神戸運輸監理部 総務企画部 企画課 課長 

大山  博史 神戸運輸監理部 総務企画部 企画課 課長補佐 

沖本  直毅 神戸運輸監理部 総務企画部 企画課 企画・情報係 
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3. 調査のフロー 

本調査は、次のようなフローに基づき実施した。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 訪日外国人旅行者の避難誘導に関する取り組みについての現状把握及び課題抽出 

・神戸港におけるクルーズ寄港状況及び災害想定についての調査 

・各主体における取り組み事例についての報告 

 
平成 29年 9月 25日 

第１回検討委員会 

 関係主体の意識及び事例調査 

・外国船社等へのヒアリング・アンケート調査                                    

・事例調査 

・観光危機管理専門家からの意見聴取 

 クルーズ客船停泊時における大規模災害発生を想定した訪日外国人旅行者の実効性の

ある避難誘導のあり方提案（とりまとめ案） 

平成 29年 12月 22日 

第２回検討委員会 

平成 30年 2月 23日 

第３回検討委員会 

 報告書最終とりまとめ 
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II. 神戸港におけるクルーズ寄港状況及び災害想定 

1. 現在のクルーズ寄港の状況 

日本にクルーズ客船で入国した外国人旅客数(訪日クルーズ旅客数)は、2015年に初めて100

万人を突破し、2017年は前年比27.2%増の253.3万人と、過去最高を記録した。（図表１） 

2017年にクルーズ客船が日本の港湾へ寄港した回数は、前年比37.1%増の2,765回（外国

船社2,014回、日本船社751回）となり、過去最高を記録した。（図表2） 

 

【図表 1】 クルーズ客船による外国人入国者数（概数） 

  外国人入国者数 対前年増減 対前年比 

2013年 17.4万人 ー ー 

2014年 41.6万人 24.2万人 139.1％増 

2015年 111.6万人 70.0万人 168.3％増 

2016年 199.2万人 87.6万人 78.5％増 

2017年（速報値） 253.3万人 54.1万人 27.2％増 

 

注 1）法務省入国管理局の集計による外国人入国者数で概数（乗員除く） 

注 2）1 回のクルーズで複数の港に寄港するクルーズ客船の外国人旅客についても、（各港で重複して計上するのではなく）1 人の入

国として計上している。 

出所：国土交通省資料より矢野経済研究所作成 
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【図表 2】 日本の港湾へのクルーズ客船の寄港回数 

 

 

注）2017年の値は、港湾管理者からの聞き取りによる速報値であり、今後、変動する可能性がある。 

出所：国土交通省資料 
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2. 管内の港湾におけるクルーズ客船寄港の状況 

神戸港及び姫路港の2014年から2017年におけるクルーズ客船の寄港実績は、下記の通りほぼ

横這いで推移している。（図表３） 

外国船社に関しては、神戸港ではプリンセス・クルーズ社やロイヤル・カリビアン・インターナショナル社

等の大型クルーズ客船を中心に、中小型クルーズ客船まで幅広く寄港している。 

一方、姫路港では、2016年のポナン社の小型クルーズ客船「ル・ソレアル」に続き、2017年は小

型クルーズ客船である「オイローパ」及び「ロストラル」が寄港した。 

 

【図表 3】 管内港湾におけるクルーズ客船寄港数 

 2014年 2015年 2016年 2017年(速報値) 

神戸港 合計 100 97 104 117 

(内数)日本船社 68 55 72 73 

外国船社 32 42 32 44 

姫路港 合計 ３ ２ ３ ５ 

(内数)日本船社 ３ ２ ２ ３ 

外国船社 ０ ０ １ ２ 

注）2017年の値は、港湾管理者からの聞き取りによる速報値であり、今後、変動する可能性がある。 

出所：国土交通省資料及び各港HPより矢野経済研究所作成 
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【参考】 全国のクルーズ客船寄港数の推移（2010年～2017年） 

 

外国船社及び日本船社が運航するクルーズ客船の寄港回数 

 

 

外国船社が運航するクルーズ客船の寄港回数 

 

 

注）2017年の値は、港湾管理者からの聞き取りによる速報値であり、今後、変動する可能性がある。 

出所：国土交通省資料 
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3. 南海トラフ地震の津波想定・到達予想 

クルーズ客船の日本寄港時における安全確保の中で、地震・津波災害における防災対策は最重

要事項にあたる。特に南海トラフ地震の発生が将来的に高い確率で起こることが想定される中、それ

に起因する様々な災害への対策を念頭に置くことは重要である。 

南海トラフ沿いの地域については、これまで約100年～150年の周期で東南海地震（南海トラフ

の東側に位置する紀伊半島沖から遠州灘にかけての海域）や南海地震（南海トラフの西側に位置

する紀伊半島の紀伊水道沖から四国南方沖の海域）が繰り返し発生している。（図表4） 

なお、国の地震調査研究推進本部における長期評価において30年以内の発生確率は南海トラ

フ地震について70%～80%とされている。 

南海トラフ地震対策を検討する際に想定すべき最大クラスの地震・津波については、2011年8月

に内閣府に設置された「南海トラフの巨大地震モデル検討会」（座長：阿部勝征東京大学名誉教

授）において検討が進められ、関東から四国・九州にかけての極めて広い範囲で強い揺れと巨大な

津波が想定されることとなった。特に、津波については、発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚

大な被害をもたらす最大クラスの津波を想定した結果、津波高10m以上の巨大な津波が13都県に

わたる広い範囲で襲来することが想定１ されることとなった。 

上記想定を踏まえ、兵庫県では独自の津波浸水シミュレーションを実施２ しており、神戸市内の

震度は概ね５弱～6強、満潮時に予測される最高津波水位はT.P.（東京湾平均海面）＋3.9

ｍとされている。また、最大クラスの地震・津波想定では、最悪の場合、東灘区、灘区、中央区、兵

庫区、長田区、須磨区、垂水区の一部では浸水深が2.0ｍを越える地域があるとしている。（図表

5及び図表6） 

一方で、津波到達までの時間は、市内最短の垂水区で83分、中央区では91分となっており、例

えば、海沿いのメリケンパークから浸水想定区域外となるJR元町駅付近まで歩いたとしても15分程度

であり、十分落ち着いて避難する時間があるといえる。  

 

【図表 4】 南海トラフと震源域イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
１内閣府「南海トラフ巨大地震対策について（最終報告）」より 

http://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/taisaku_wg/pdf/20130528_honbun.pdf 
2兵庫県「南海トラフ巨大地震津波浸水シミュレーションの実施（平成26年2月19日）」より 

南海トラフ 

南海地震 

東南海地震 

東海地震 

出所：矢野経済研究所作成 
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【図表 5】 「兵庫県による南海トラフ巨大地震津波浸水想定に関する神戸市域の区別データ」 

 

注１）「国想定」は、内閣府公表（平成24年８月29日）の津波断層モデル③（兵庫県全体の浸水面積が最大

となる）を記載。 

注２）「２倍高」は、平成23年度に公表した暫定値（従前の安政南海地震クラスの想定津波高を2倍にしたものを

記載。 

注３）津波水位は、「県想定」は小数点以下第2位を切り上げ。「国想定」は小数点以下第1位を切り上げ。津波

水位については、県想定において、国のデータから、防潮堤等の構造物や地形の一部を修正して用いているた

め、国想定との差異が生じている。 

注４）最短到達時間は、津波水位が最高となる津波断層モデルで津波が初期水位より 1ｍ上昇する時間。 

注５）津波水位は、T.P.（東京湾平均海面）で表示。 

 

 
注１）浸水面積は、河川等の部分を除いた陸域部の浸水深1㎝以上。小数点以下第1位を四捨五入。「国想定」

は、県域で浸水面積が最大となるケース。 

注２）「微少」は県想定では1ヘクタール未満、国想定では10ヘクタール未満。国想定では微少が省略されているた

め、市町の合計と全県は一致しない。 

出所：神戸市 HP「南海トラフ巨大地震による市内各区の津波高・津波到達時間等」 

http://www.city.kobe.lg.jp/safety/prevention/preparation/guide/img/20140219-1.pdf 
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【図表 6】 最大浸水深分布図（神戸地区） 

 

 

出所：兵庫県HP「南海トラフ巨大地震（M9.0）の被害想定結果」 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk37/documents/21p1-2-5p1-2-8.pdf 
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4. 神戸市における訪日外国人旅行者数 

神戸市では、観光庁のデータを基に訪日外国人旅行者数に関する推計値を独自に算出しており、

2016年4月に市HPにて公表３ している。 

公表結果によれば、同市を訪れた訪日外国人旅行者数は、2015年に約107万9,000人に達し、

これは、2014年の約74万5,000人から1.45倍、2012年からは2.81倍にあたる。 

国別では、個人旅行者の割合が高い台湾・韓国が多く、この上位2カ国で外国人観光客入込客

数の約47.6％を占めている点を特徴に挙げている。これは、爆買いに象徴される買い物目的の訪問

が多くを占める中国人に対して、台湾人・韓国人は、日本酒や自然・温泉、現代文化（ファッションや

アニメ）を求める傾向があり、灘の酒や六甲山、有馬温泉、おしゃれな雑貨屋が集まるトアロードや乙

仲通など、神戸の観光魅力とそのニーズが一致している結果と分析している。 

近年では、東南アジアからの旅行者も増加傾向にあり、2012年からの伸びでは、全国の3.88倍に

対して神戸市は7.91倍と大きく伸びており、中でも2015年度からネットワーク拠点を置き、現地での

営業活動に力を入れているタイや、日本最古のムスリムモスクを有する神戸の特色を生かし、ムスリム

へのPRを強化しているマレーシアの伸びが顕著である。 

また、国籍別の人気スポットについてもまとめており、訪日外国人旅行者は、国ごとにその風土や慣

習に特色があり、その特徴が見られる。（図表7） 

その上で、全体としては、より旅慣れて、自分だけの旅や、街の深い魅力を味わいたい個人旅行層

に神戸の人気が高い傾向があるとの判断を示している。特に六甲山の夜景のほか、山と海が360度の

パノラマで見渡せる神戸市役所24階の展望ロビーも、早朝から入れるスポットとして、観光施設が開く

前から行列ができるほど人気である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
３神戸市経済観光局「記者資料提供（平成 28年 4月 6日）」より 

http://www.city.kobe.lg.jp/information/press/2016/04/20160406142003.html 
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【図表 7】 神戸市における主な訪日外国人旅行者の国籍別人気スポット 

国籍別 人気スポット 

台湾市場 エキゾチックな異国情緒のある北野の人気が高く、「旧北野小学校」のレトロ

でモダンな校舎を活用した北野工房のまち⇒北野異人館というコースが定番とな

っているほか、北野のスターバックスなども人気。モザイクなども訪れている。 

韓国市場 個人旅行が非常に進んでおり、六甲山の夜景や、乙仲通、トアウェストなど日

本人の志向と類似したコースが人気。 

中国市場 団体客の受け入れも可能である舞子海上プロムナード付近の訪問が多くなっ

ており、明石海峡大橋や、三井アウトレットモールでの買い物というコースが人

気。 

欧米市場 『KOBE Beef』は和牛の代名詞である程有名であり、また、灘の酒蔵や竹

中大工道具館など、神戸ならではの職人技を学べる場所が好評。 

日本食・日本酒ブームも手伝って、お土産に日本酒を買って帰るラグジュアリ

ー層も多く、『効き酒体験』が人気。また加熱処理をせず販売するため、賞味期

限が短い『生酒』も神戸でしかできない体験として注目を集めている。 

タイ市場 日本のファッションブランドでの買い物に人気があり、神戸に本社を持つ株式会

社アシックスのブランド『オニツカタイガー』では、現地よりも安く買えることから、自

分用だけでなく、自分の保管用、友人用など１回に数足買いが当たり前となって

いる状況。 

また、年齢を問わず、セルフィーを撮る人が多いため、新長田駅前の『鉄人28

号モニュメント』が、若者の写真スポットとして認知も高く、人気を博している。 

インドネシアやマレーシア

のムスリム客 

日本最古のモスクがある神戸はムスリム客に安心して観光してもらえる都市で

あり、ムスリムモスクのほか、ハラルレストランが多い北野付近の訪問が多い。ま

た、インドネシアでは神戸、そして日本を代表する川崎重工業株式会社の『カワ

サキ』のバイクが人気ということもあり、『カワサキワールド』も男性を中心に注目さ

れている。 

また、公式観光Webサイトでハラルレストラン情報などを公開している、ムスリ

ム観光ページも好評。 

出所：経済観光局「記者資料提供（平成28年4月6日）」より矢野経済研究所作成 
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III. 神戸港における各主体の防災対策の取り組み状況と課題 

1. 各主体の取り組み状況 

これまでの神戸港におけるクルーズ及び訪日外国人旅行者数の統計や南海トラフ地震の津波想

定等の情報共有を踏まえ、まずは各主体の取り組み状況についての棚卸しを行うことで、今後の検討

に向けた問題点や課題等の抽出、及びそれらの解決に向けた意見交換を行った。 

各主体の取り組み状況は、巻末の別添資料の通り。 

なお、本資料は各主体からの提供情報をもとに矢野経済研究所が作成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

2. 課題の整理 

各主体の現状把握を通じ、今後について検討した結果、以下の課題が導き出された。 

2.1 情報の適正化（提供場所及び情報内容） 

有事の際、訪日クルーズ旅客が問い合わせを行うのは自治体ではなく、クルーズ船社・旅行代理

店・寄港地の観光案内所などと想定される。しかしながら、それらの機関が十分な情報を持っていない

場合が多いのが実情である。 

また、防災関係の情報は専門的で、かつ地域住民向けのものが多いため、訪日外国人旅行者向

けの観点では、基本的には多言語化されていない、情報伝達の手段が十分でない等の課題がある。 

寄港地ごとの防災情報は様々であるが、まずは「共通項＝津波のおそれがある場合は船に戻らな

い、海に近づかない」をベースにした寄港地における情報提供が望ましい。また、例えば、神戸ポートタ

ーミナルでは訪日外国人旅行者との接点が多く、観光パンフレットも配布しているため、こういった既存

の施設等を活用した情報発信に向けた連携強化も課題である。 

 

2.2 関係部門の意識改革 

かねてから観光部門では、観光客に事前不安を抱かせる防災情報の提供が必要かという議論があ

り、風評被害の影響を懸念した結果、消極的な姿勢もあった。しかし、航空機内では、乗客は当然の

ように緊急時の避難についてアナウンスを受けていることから、緊急時の対応について情報提供を受け

ることに抵抗は少ないとの見解もあり、改めて観光部門における適切な情報提供のあり方を検討する

ことが課題である。 

防災部門についても同様であり、有事の際においては地域住民だけでなく、観光客等も避難誘導

等の対象になるということを理解し、観光客等に対しても効果的な防災情報の提供が必要である。実

際、有事の際に十分な情報を得られず、マスコミ報道等のみの情報源で不安が拡大した観光客が混

乱に陥ったという事例も指摘されており、観光部門同様、情報提供のあり方を検討する必要がある。

特に、訪日外国人旅行者への情報提供については、言語や災害に対する基礎知識等の理解度が

違うという点に留意した検討が必要である。 

 

2.3 防災部門と観光部門の連携強化 

観光客を対象とした防災という視点では、現状では関係機関・部門など相互の情報共有・連携が

十分とはいえない。例えば、津波発生のおそれがある際、クルーズ客船も含めて、港内の船は港域外

に出るのが原則であることは、海事関係者には既知の事実であるが、観光関係者等には伝わっていな

いのが実態であった。 

また、防災情報の訪日外国人旅行者への提供については、単に情報を多言語表記化するだけに

とどまらず、いかにして「見てもらうか」への工夫も必要であり、防災部門と観光部門が連携し、旅行者

の安全を確保するために必要十分な情報提供について、検討していくことが必要である。 

以上を踏まえ、今後は防災・観光の両部門が「顔の見える関係」を構築し、連携していく体制の検

討・整備が喫緊の課題である。 
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IV. 関係主体ヒアリング、事例調査 

訪日外国人旅行者の避難誘導のあり方検討にあたり、より実効性の高い内容とすることを目的に、

関係主体への聞き取り、事例調査等を実施した。具体的には、外国クルーズ船社等への聞き取り4

社、事例調査３件（自治体、国内主要港・港湾管理者、国内主要駅）に加え、専門家への意見

聴取1件を行った。 

調査にあたっては、以下のポイントを踏まえ、実施した。 

 

①外国クルーズ船社、船舶代理店 

・外国クルーズ船社側における防災への意識及び取り組みの現状 

・寄港地側における防災への取り組みに対する協力姿勢について 

・外国クルーズ船社が感じている課題等 

 

②事例調査（自治体、国内主要港・港湾管理者、国内主要駅） 

・国内有数の観光都市として、訪日外国人旅行者向けの災害対策として「避難誘導マニュアル」

等を策定・運用予定の自治体における取り組みのポイントや課題（自治体） 

・神戸港と規模や外国クルーズ客船の発着状況等が類似している国内主要港における取り組み

のポイントや課題（国内主要港・港湾管理者） 

・大規模施設であり、訪日外国人旅行者等の利用が多い国内最大級の鉄道ターミナル施設に

おける取り組みのポイントや課題（国内主要駅） 

 

③専門家への聞き取り調査 

・観光分野における防災についての世界的なトレンド把握 

・近年のインバウンド需要拡大を受けて、今後の防災対応のあり方についての基礎情報の収集 

 

 

以下、各主体別に調査結果の概要と考察を示す。 
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1. 外国クルーズ船社等への聞き取り概要 

１）調査対象 

4社（外国クルーズ船社3社及び船舶代理店１社） 

 

２）調査結果の概要 

（１）現状の取り組みや防災への意識 

 外国クルーズ船社では、船内のことは避難訓練等しっかりと取り組むが、船外は管轄外

（港や行政が担当すべきこと）とのスタンスである。 

 クルーズ客船は数多くの寄港地を回るため、各地の防災情報は船社が提供するのではなく

「寄港地側で大々的に掲示・アナウンスすべき」というスタンスを取っている。理由は、配布等

作業にマンパワーがかかることに加え、外国クルーズ船社では「自らの責任下において説明で

きること」を船内での提供サービスの基準と捉えており、提供した情報に対して質問が出た際

に的確に答えられないケースなどに懸念を抱いていることが挙げられる。 

 現時点においては、震災等の影響で港外退避することとなった場合、船外にいる乗客へ緊

急連絡先への電話を通じた安否確認を行い、基本的には帰船させず、安全な場所へ避難

するよう促す（なお、帰船可能な地域にいる乗客については帰船を促すとの対応も取り得

る）。 

 

（２）今後の協力姿勢や連携アイデア 

 外国クルーズ船社と警察・消防などが連携して「共同防災訓練」を実施する事例が出てきて

おり、客船内での火災発生を想定した救助訓練などで、実績のある船社がある。このような

取り組みは、船社・自治体・管区海上保安部・警察・消防等が「顔の見える関係」を構築

する機会となり、相互の信頼関係を深められることに加え、対外的なPRにもなるなどのプラス

効果がある。 

 今後、考えられる対応としては、①船内新聞や客室サービス案内等の「安全について」の記

載内で避難方法等を告知する、②自治体からの提供情報を寄港地情報として船内にて乗

客に提供（客室テレビ放映や寄港地に関する配布物を通じて）することが考えられる。 

 自治体等との連携アイデアでは、①合同での避難訓練、②啓蒙パンフレット配布が現実的

かつ有効ではないかとの意見があった。ただし、①については事例もそう多くはないことから、ま

ずは国が主導して自治体の対応を促すという進め方が良いのではないかとの意見があった。 

 

３）考察 

現状では、外国クルーズ船社側で、防災に関するアナウンスや情報提供を実施している事例はな

かった。背景には、寄港地における防災情報の提供等によって発生する乗客への責任に関して、自

社のサービスレベル範囲内で担保できない点が大きいことが判明した。 

しかし、船社側でも防災への意識は高まっており、陸側の取り組みに対して協力的な見解も示さ

れていることから、まずは船社側における懸念点を回避・解消する方向で、陸側からの協力要請とい

う形で連携を進めていくことが現実的と考える。 
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2. 事例調査 

１）調査対象 

自治体（京都市） 

 

２）調査結果の概要 

（１）具体的な取り組み概要 

 京都市では、「帰宅困難観光客避難誘導計画」を策定し、「観光客緊急避難広場」と「観

光客一時滞在施設」を設置している。「観光客緊急避難広場」は清水寺や京都国立博

物館等の観光施設を指定し、１日程度滞在できる施設である。また、「観光客一時滞在

施設」は旅館やホテルを指定し、２～３日程度滞在できる施設である。なお、いずれの施

設についても、指定にあたっては観光部局主導のもと、京都市と当該施設等において協定

を結び、協力体制を構築している。また、災害発生時には、各商店街の方や地域の方が避

難誘導を行うよう、協定を締結している。 

 その他、平成25年度からは「京都市・帰宅支援サイト」の運営を開始。紙媒体と並行して

外国人のアクセスが多い「KYOTO-Wi-Fi」を用いた情報提供を行っており、発災時には自

動的に当該サイトに移行するようWi-Fiシステムを構築している。 

 

（２）現状における課題 

 マニュアル等のツールは整備されつつあるが、取り組みにあたっては現場担当者から戸惑いの

声も出ている。災害時帰宅困難者ガイドマップを配布するにあたり、配置先の施設側から外

国語に対応できない、説明ができない等否定的な意見もある。また、そもそも観光客がガイ

ドマップを手に取らないことも問題点として挙げている。 

 民間施設との間で協定を結んで協力体制を構築しても、その後は事業者まかせとしてしまう

ことがあった。今後は実地訓練等を行うなど、防災意識を高めるとともに協定を結んだ後の

関係維持にも注意する必要がある。 

 

３）考察 

京都市の取り組みにおいては、「地域との連携体制の構築」がポイントであった。 

災害発生時には、国や自治体による対応だけで地域住民及び観光客等の安全を確保すること

は難しいと想定される。それを補完するために、地元商店街など地域の方が避難誘導を行うよう協

定を締結することで、新たな避難誘導機能を備えることができており、先進的な取り組みといえる。 
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１）調査対象 

国内主要港・港湾管理者 

 

２）調査結果の概要 

（１）具体的な取り組み概要 

東日本大震災の教訓を踏まえ、今後いつ発生するかわからない津波災害から、地域住民及び

観光客等の安全を確保するための取り組みを進めている。 

 

（具体的な取り組み例と外国語対応について） 

対策 内容 多言語対応 

■津波からの避難に関す

るガイドライン 

・ガイドラインPDFデータ 

・避難対象区域図 

未対応 

■津波避難施設一覧 ・津波避難施設一覧 

・津波避難施設マップ 

未対応 

■津波避難情報板 ・浸水予測区域のうち滞在者が多い場所に 20基設置 ○ 

■海抜標示 ・市内約7,700箇所に設置 

・多言語（日・英・中国語（簡体字）・ハングル）表記 

○ 

■防災情報Ｅメール ・防災情報Ｅメール 

・英語版あり 

○ 

■緊急速報メール ・緊急速報メール 

・通信キャリアによる提供サービス 

△ 

(一部キャリア・機種) 

■津波警報伝達システム ・屋外スピーカーを使って避難を呼びかけるシステム。津波

浸水予測区域に89箇所設置。 

○ 

4 ヶ国語(日/英/中/韓) 

■津波浸水予測図  ・県津波浸水予測図（慶長型地震を想定） 未対応 

（２）調査結果まとめ 

 当該港湾においては、クルーズ客船寄の港数は多いが、その約９割は途中寄港ではなく

「発着」で、下船後はそのまま他地域に移動する比率が高い。そのため、現状では港周辺で

の訪日外国人旅行者視点での防災対策は十分でない（地域住民優先にならざるを得な

い）状況との認識である。 

 一方で、港湾周辺に複数の大規模集客施設を抱えており、大型イベントが開催された際に

は多くの外国人で賑わうことから、クルーズ旅客に限定することなく、災害が起きた場合の避

難誘導対策は、多言語対応等も含め検討すべき課題と認識している。 

 地域全体の防災対策の観点でも、「防災部門と観光部門」あるいは「港湾部門と危機管

理部門」など横の連携が不足している点が、今後の検討課題との認識である。 

 

３）考察 

国内有数の大規模港であっても、訪日外国人旅行者への防災対策は検討中の段階であること

がわかった。今後は、「防災部門と観光部門」あるいは「港湾部門と危機管理部門」の連携について

検討課題であるとの認識であった。 



19 

 
 

１）調査対象 

国内主要駅 

 

２）調査結果の概要 

日本人のみならず世界各国から訪れた外国人など、多くの人々が利用する国内最大級の鉄道

ターミナルとして、有事の際の対応についてガイドラインやマニュアルを作成している。 

 

 本社が作成した防災ガイドラインの他に、有事（地震、ミサイル等）の際を想定した独自マ

ニュアルを作成。当マニュアルは駅職員約400名の他、構内店舗従業員等（約5,000

名）に周知し、年間３～４回の訓練を実施している。 

 実際に平成29年5月に北朝鮮によるミサイルの脅威もあり、6月にはミサイル有事に係るマニ

ュアルを作成した。 

 有事の際の初動は、基本的には丈夫な建物（駅構内）から外に出さないこととしており、

誘導対象は外国人／日本人を区別していない。 

 職員はマニュアルに従い、ボトルネックとなるような場所（地上と地下をつなぐ階段のように、

人が殺到するような場所）に重点的に配置して誘導等を行う。 

 有事の際には構内放送を実施。日本語及び英語による放送を基本とするが、外国語案内

スタッフ（アルバイト）を活用することにより、さらに多言語化による放送案内が可能である。 

 防災の視点は重要だと考えるが、駅構内案内図における防災情報の記載が十分になされ

ていない等、まだ検討途上であることは否めない。 

 

３）考察 

港湾と鉄道駅とでは、想定している災害は異なるものの、有事の際の避難誘導を検討するにあた

っては、参考にすべき情報が得られた。 

特に、独自マニュアルに基づく避難誘導訓練の実施や、ボトルネックとなる場所を特定し重点的に

人員配置する点などは、有事の際における危機意識の高さが伺える取り組みであった。 

訪日外国人への対応では、外国人アルバイトを活用した多言語でのアナウンスを実施する一方

で、駅構内案内図を活用した外国語での防災情報提供については、今後の検討課題といえる。 
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3. 観光危機管理について専門家への意見聴取 

１）調査対象 

JTB総合研究所 

 

２）調査結果の概要 

（１）観光危機管理の概要について 

 観光産業は、全般的に災害リスク（自然災害、人為災害、健康災害）に対して脆弱であ

ることが指摘されている。具体的には下記①～③などが発生した場合が想定されるが、実は

最も影響が大きい脅威は、これらの災害に伴う風評である点を認識しておく必要がある。 

① 自然災害（地震、津波、火山噴火、台風、土砂災害など） 

② 人為災害（テロ、暴動、ハイジャック、公共交通機関の事故など） 

③ 健康災害（食中毒、感染症・パンデミックなど） 

 「なぜ今、観光危機管理が必要なのか？」と言う点において、下記の理由が挙げられる。 

（ⅰ）観光産業の社会・経済に対する影響が大きいこと。 

（ⅱ）観光は、危機や災害による影響を受けやすいこと。 

（ⅲ）地球温暖化に伴う異常気象が多発していること。 

（ⅳ）観光地、観光関連施設は、テロリストや犯罪者の標的となりやすいこと。 

（ⅴ）既存の防災計画等では、危機や災害のリスクから観光客と観光産業を守りきれない

こと。 

 観光危機管理においては、守るべき対象を２つの視点から検討する必要性が指摘される。 

（ア）観光客の安全（危険からの救出、リスク拡大の防止、事後の対応など） 

（イ）観光事業の継続（従業員・事業パートナーの生活、地域社会と経済など） 

 災害リスクの低減には、危機の発生を防止すること、また危機が発生した場合の被害や影

響を最小限に抑えること（的確な対応ができるよう、予め準備）が重要である。近年は、

観光分野における防災の必要性が世界中で認識され、ヨーロッパ等の観光先進地域で危

機対応への備えが進められる中、日本でも2020年の東京オリンピック・パラリンピックを前に

外国人（観光客）の災害時避難誘導などが課題として急浮上してきている。 

 

（２）観光における防災情報の必要性について 

 日本では、国（観光庁）や東京都などで災害時の外国人誘導マニュアルを作成している

が、一次避難が中心で外国人観光客に対して特別な配慮が必要な一次避難後の対応に

までは及んでいないのが実情である。ここから、一次避難後の誘導対応は防災部門と観光

部門での対応検討がシームレスに行われていない課題がみえてくる。 

 防災情報は、決して旅行者の不安を煽るものではない。このことは、航空機での非常用設 

備の説明やクルーズ客船で実施される避難訓練があるからといって不安を感じる旅行者はい

ないことからも自明である。 
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 国や自治体のHP等で提供されている防災情報を、「視点を変えてみる」ことを提案してい

る。具体的には、「防災情報」という言葉を使わず、「自分の命と安全を守る情報」として提

供することで、受け取る側の意識も変わってくる。これは、主語が変わっていることに起因して

おり、前者の主語は情報発信主体である行政や事業者だが、後者では情報を受け取る観

光客へと主語が変わるため、自分のための情報として受け取られることになる。 

 それらを踏まえ、具体的な情報提供を検討するにあたっては、クルーズ客船による訪日外国

人旅行者が地震・津波に遭遇した際に、「どんなことを思うのか」「どんな情報が知りたいか」

に思いをめぐらせることが重要である。下記は、地震・津波に遭遇した外国人観光客が思う

ことと、それに対応した情報・指示の例である。 

 

① 強い地震が発生 

思うこと 提供する情報・指示の例 

何が起きているのか？ A major earthquake 

今、この場でどうしたらいい？ Drop／Cover／Hold On 

わからない（パニック） Calm down 

② 揺れが収まった 

思うこと 提供する情報・指示の例 

早く船に帰りたい Stay here 

③ 津波警報が発表される 

思うこと 提供する情報・指示の例 

Tsunami！ It will arrive in 90 min. 

どうしたらいい？ Follow other people for evacuation. 

海は何も変わらない Run up to the higher ground! 

船に戻りたい Don’t return to the ship. 

船に連絡を取りたい Evacuate first 

④ 避難場所に到着（津波到達） 

思うこと 提供する情報・指示の例 

ここは大丈夫？ It’s safe here. 

船はどうした？ Sailed out to deep water. 

帰国できるのだろうか？ We will assist your return 

家族・同伴者は無事か？ We will inform the ship agency and 

Your embassy that you are here. 

下（港）に行きたい Stay here until the tsunami alert is lifted 

 

 特に重要なのは、「Drop／Cover／Hold On（姿勢を低く、 頭を守り、じっと動かな

い）」、「Stay here（ここにいなさい）」や「Follow other people for evacuation

（他の人と一緒に逃げなさい）」など命を守る行動をとらせるシンプルな情報である。 
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３）実効性のある避難誘導のあり方検討に向けた提案 

（１）訪日外国人旅行者目線での有用情報の活用 

 旅行者は旅客ターミナルでの配布物には関心は薄く、「フリーWi-Fi接続案内」や「飲食店

等のクーポン」など自分のトクになる配布物や情報は積極的に入手する。そのため、それらの

案内に防災情報やアプリを盛り込むことは有効である。 

 さらに、寄港先で困った時に渡すだけでタクシー運転手とコミュニケーションでき、併せて震災

時にとるべき行動がシンプルに表示された「情報提供カード」などは、旅行者にとって有益なた

め手に取る可能性も高く、上陸時に配布することは有効である。 

図表：上陸時の情報提供カード（イメージ） 

 

                          出所：株式会社 JTB総合研究所資料より 

（２）「共助」の促進（地域との連携構築など） 

 検討にあたっての課題は、「個人行動中の外国人観光客」に対する情報伝達および避難

誘導の提供である。自ら安全を確保する「自助」の行動が難しいこれらの観光客に対して有

事の際にサポートしてあげられるのは「店舗・施設スタッフ」や「地域住民」であり、つまり「共助

（企業や地域コミュニティで共に助けあうこと）」の仕組みこそが重要になる。 

 近年、共助の仕組みを地域避難誘導計画に織り込み、地域住民のみならず外国人観光

客も対象としたマニュアル作成事例が出てきている。例えば、東京商工会議所・新宿支部で

も大地震発生時の来街者（外国人を含む）向け避難誘導マニュアル作成と併せて、多言

語化した「地震時初動対応コミュニケーションシート」を作成している。【次ページ参考】 

 最終的には「日本人の率先行動」が重要であり、ただ「Follow me!（私についてきて、一

緒に逃げよう）」のひとことで多くの訪日外国人旅行者が避難できるということを地域住民に

理解してもらう取り組みが必要である。 

 

４）考察 

観光危機管理の考え方は、日本の観光部門における「風評被害への懸念」からの脱却を促し、

防災情報や災害対策の情報発信のあり方を転換させる重要なものであった。 

インバウンド需要が拡大している日本においても、改めて防災情報の提供に向き合い、情報の受

け手側の視点に立った「入手したくなる有益な情報のあり方」や「共助の推進に向けた地域との連携

構築」など、積極的且つ具体的な検討が迫られていることを認識すべきである。 
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【参考】東京商工会議所新宿支部 「地震時初動対応コミュニケーションシート」
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出所：東京商工会議所ニュースリリース（平成29年12月6日）より 

http://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=110805 
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V. まとめ 

これまでの調査結果及び委員会での議論を踏まえ、まとめの方針について、整理する。 

取りまとめにあたっては、「クルーズによる訪日外国人旅行者に安心して観光を楽しんでもらうと共に、

災害から命を守る」ことを目的としたものであることを前提に、その目的実現のために「有事の際における

円滑な避難誘導の実施及び適切な初動体制の構築を図る」ことを確認し、議論・検討を進めた。 

 

そのために、本調査では3回の委員会において学識経験者を交えて意見交換を実施した。 

具体的には以下のフロー図の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上１～３までのフロー図にある項目を検討した上で、避難誘導のあり方と具体的な取り組み方

針等を検討する。 
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1. 防災情報提供に関する意識改革 

1.1 観光部門における防災情報提供の必要性 

観光部門では、災害の発生を前提とした防災対策等をアピールすることは「観光客に対してマイナ

スイメージを与えてしまうのではないか」との懸念のもと、避けられがちな傾向にある。 

特に、大規模災害が発生すると、たとえその観光地が直接的な被害を被っていなくとも「何となく危

なそう」という心理が働き、宿泊施設の予約キャンセルなどの観光手控え行動がみられるためである。

例えば、東日本大震災発災後、地震・津波や原子力発電所の事故による風評被害が発生し、被

災地から遠距離の地域でも観光客が激減した時期があった。 

しかし、世界の観光先進地では、観光危機管理の考えが広く認知されている。なぜなら、観光危

機管理の視点に立ち、事前に観光客に防災情報の提供をすることが、有事の際の初動に直結し、観

光客の命を守るのみならず、観光地そのものが安全で安心できるとプラスのイメージとしてPRできるから

である。そのため、日本においても観光客に対する防災情報の提供や発災時への備え、災害時におけ

る観光客への対策を充実させることは決してマイナスイメージとはならず、むしろプラスのイメージとして受

け入れられることが期待できると認識を改めることが必要である。 

世界的な災害大国である日本が、多くの訪日外国人旅行者を迎え入れるためには、観光危機管

理の視点に立ち、「観光客を災害から守る」ことを前面に打ち出し、防災対策を推進することは当然の

責務であり、そのアピールは観光地としての評価につながるものと認識すべきである。 

 

1.2 防災情報提供に関する受入側の理解 

観光客に対して、受入側から地震災害の多さや東日本大震災など過去の教訓から防災に関する

情報を予め提供することは、非常に重要である。 

特に、地震やそれに伴う津波災害について知識を持ち得ない国・地域からの訪日外国人旅行者

が、事前知識として発災時における初動の避難行動を理解しているか否かで、有事の際に自らの安

全を確保するための合理的な行動がとれるかどうかといった、命を守る行動（初動）に大きな差が生

じることから、受入側としてその必要性を十分認識しておく責任がある。また、世界的なトレンドとして

も、発生可能性がある災害等のリスクについて、予め周知して注意喚起を行っていることも認識すべき

である。 

あわせて、現状では、地震や津波への知識が乏しい訪日外国人旅行者にとって、国や自治体が

HP等で提供している防災情報が、自分自身にとって重要な情報とすぐには判別し難い状況であること

を念頭に置く必要がある。 

そのため、少し視点を切り替えて、防災情報の案内（HP等への誘導チラシ等）を「自分の命と安

全を守る情報」と表記するなど、受け手側である訪日外国人旅行者が防災情報は自らに有益な情

報であると理解できるような工夫をすることが求められる。そうすることで、訪日外国人旅行者が自分

自身に必要な情報と認識でき、主体的に情報収集することで、自らを守る「自助」の考え方を持っても

らうことが可能になる。なお、実行にあたっては、あくまで訪日外国人旅行者の目線に立ち、地震や津

波が発生した時に「何を感じ」、「どういう行動を起こすか」に思いをめぐらせ、安全を確保するために必

要な情報や指示を提供することが重要な視点となることに留意が必要である。 
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1.3 正確な防災情報の入手と提供 

最後に、観光部門が訪日外国人旅行者に対して提供する防災情報をいかに入手するかという問

題がある。現状では、国及び自治体ともに防災部門と観光部門の連携が不十分であり、2017年に

は年間2,800万人以上の訪日外国人旅行者、とりわけ年間250万人を超えた訪日クルーズ旅客に

対する正確な防災情報の提供体制は十分に整っていないのが実情である。 

このため、まずは防災部門と観光部門が意見交換の場を持ち、防災部門が作成・保有する情報の

うち、どのような情報を訪日外国人旅行者に提供する必要があるのか、その情報をどう提供していくの

か等について整理する必要がある。また、防災情報は、災害時の対応に関する基礎的な情報（事

前・インプット型）と災害発生時の情報（有事・ガイダンス型）の２種類あることを意識し、それぞれ

について検討する必要がある。その上で、観光部門は防災部門から入手した情報をどこに提供していく

のが有効か、また自ら訪日外国人旅行者に対してどのように提供していくのかを検討する必要がある。 
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2. 情報提供主体（責任主体）と有用な防災情報について 

防災部門と観光部門との連携強化を視野に、先行事例や旅客船社側の意識なども踏まえた有

事の際の実効性のある避難誘導の実現に向け、下記の通り「あるべき姿」を共有し、項目別に整理し

た。 

 

誰が 【前提】 

旅客船社は、船外に関する情報提供や乗客行動に“責任を持てない” 

一方で、観光危機管理の視点は、重要性を増している 

 

あらゆるコンタクトポイントが情報提供主体となるべき 

上陸前：海側（旅客船社、販売代理店等） 

上陸後：陸側（自治体、観光協会等） 

どんな情報を 【前提】  

訪日外国人旅行者は“地震・津波に関する事前知識なし”、 

“土地勘もなく有事の際に合理的な行動が期待できない” 

 

事前：有事の際にとるべき行動をわかりやすい言葉でインプット 

（山側や高台への避難） 

有事：パニックになることを想定し、ガイダンス型・プッシュ型の行動誘導情報 

どうやって 【前提】 

スマートフォン普及により紙媒体（観光パンフ等）の携帯率が低下 

有事の際には、通信ネットワーク環境にも障害発生の可能性が高い 

 

デジタル（Web）とアナログ（紙）を補完的に活用 

さらに、防災無線やデジタルサイネージなどの放送・配信手段も有用 

 

2.1 情報提供主体 

クルーズ客船による訪日外国人旅行者を対象として、災害、特に津波に対する防災情報を提供す

るにあたっては、海側（旅客船社販売代理店等）と陸側（自治体、観光協会等）が、それぞれの

役割に応じて情報提供を行うことが望ましい。 

原則的には訪日外国人旅行者を受け入れる陸側では、港から市内観光地に至る全域での主体

的な情報提供が前提となり、海側では船内での基礎的な予備知識に関する一般情報の提供が望ま

しい。通常、旅行者は寄港地に到着したら一刻も早く観光に出たいと考え、ターミナルなどでの配布物

には見向きもしないケースもみられる。そのため、日本国内または各寄港地に到着する前に船内で確

認してもらえるような情報提供が有効と考えられる。 
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2.2 防災情報の内容 

提供すべき情報は、災害時の対応に関する基礎的な情報（「事前・インプット型」）と災害発生

時の情報（「有事・ガイダンス型」）に整理し、それぞれに適切な情報を提供する必要がある。 

   

１）事前・インプット型 

（１）基礎知識 

訪日外国人旅行者に対する基礎的な防災情報の提供として、まずは日本に多い地震及び

それに伴う津波に対する防災情報を周知することが有効である。また、実効性の確保のため、そ

ういった情報をまとめたもの（冊子等）を訪日外国人旅行者の目につきやすい場所、例えば基

礎的な防災情報をまとめたパンフレットを観光案内所等に配付するなどの取り組みが考えられる。 

なお、日本に不案内な外国船社は、船舶代理店から各種情報を入手していることも多いため、

観光案内の中に防災関係も含めて船舶代理店に伝えておくことも効果的と考えられる。 

（２）寄港地情報 

まずは「共通項＝津波のおそれがある場合は船に戻らない、海に近づかない」をベースにした寄

港地における情報提供が望ましい。例えば、港を基点とした地理的特性（山や高台の方角）

やランドマーク等の寄港地特有の情報をあらかじめ提供することで、避難行動の初動に寄与する

ことが期待できる。 

 

２）有事・ガイダンス型 

事前に基礎知識を有していても、有事の際には、訪日外国人旅行者はパニックに陥る状況が

想定される。そういった状況下でも安全な避難行動を促すには、旅行者自身の判断に委ねるこ

となく、取るべき行動を一方通行で指示する「ガイダンス型」の情報提供が有効である。 

その前提には、防災部門が有している災害に関する正確な情報を提供することで、不要な混

乱を避けることに留意しなければならない。 

（１）避難行動を促す情報 

訪日外国人旅行者に対しては、現在自分が置かれている状況において取るべき避難行動を、

シンプルなメッセージへと落とし込む必要がある。前提として、津波発生の際は原則的に『船は離

岸して沖出しする』こととし、港周辺エリアにいる旅行者＝『山側・高台へ逃げる』、山手エリアにい

る旅行者＝『船には戻らない、海に近づかない』、店舗など屋内にいる旅行者＝『周囲の日本人

がとる行動に従う』など、情報の受け手が判断に迷うことなく直ちに行動に移すことができるレベル

であることが望ましい。 

（２）正確な災害情報 

ガイダンス型情報提供の実効性を確保するには、正確な災害情報の迅速な提供が前提とな

る。情報内容については、防災部門と観光部門が保有する情報に偏りがあるため、まずは両部

門が情報を共有できる体制を構築することが重要である。また、情報内容とあわせて、有事の際

でも円滑に情報提供が行われる仕組みづくり（登録施設のネットワーク化＝緊急連絡網の作

成など）も検討しておくことが望ましい。 
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3. 実効性のある防災情報の提供手段について 

情報提供にあたっては、コンタクトポイント毎に必要な情報を、適切に提供できる手段が望ましい。 

 

3.1 上陸前（船内） 

船内での情報提供手段として、大きく「既存情報提供サービスの活用」と「新たな寄港地案内コン

テンツの作成・配布」が考えられる。 

ただし、旅客船社側が主体となったコンテンツ作成等は期待できないため、国及び自治体など受入

側が準備した情報を、船社側に告知・配布を依頼するスタンスが現実的と想定される。そのため、提

供する情報は、船社側に説明業務や問合せ対応などで負担をかけないよう留意する必要がある。 

 

１）既存情報提供サービスの活用 

通常クルーズ客船内で配布されている船内新聞や客室サービス案内を活用して、新たに「津

波発生時の避難方法」等について追記して告知する。これらは日常的に乗客が目にする確率が

高いため、情報伝達効果も大きいことが期待できる。 

 

２）新たな寄港地案内コンテンツの作成・配布 

新たに、寄港地における防災情報として、国及び自治体側がコンテンツを作成・提供し、客室

のテレビ放映や寄港地関連の配布物と一緒に提供を依頼する。 

 

3.2 上陸後 

上陸後には、観光客がとる行動は多様なため、複数の手法による情報提供が有効である。 

 

１）紙媒体（パンフレット・チラシ） 

最初の接点である観光案内所やインフォメーションデスクにチラシ等を設置しておく。特に、多く

の訪日外国人旅行者は、最初に「フリーWi-Fi」の接続方法を確認する傾向があるため、案内

冊子等に防災情報やアプリ、指さしコミュニケーションシートなどを盛り込むことが有効と考えられる。

なお、「指さしコミュニケーションシート」は観光施設、商業店舗及び訪日外国人旅行者双方に

利用価値があり、裏面に防災情報を記載して各所で配付するのも有効と考えられる。 

その他、神戸市においては、観光客の取得率が高い「シティーループ時刻表」等に防災情報を

記載するなどの方策も有効だと考えられる。 

 

２）Web媒体 

京都市では、外国人のアクセスが多い「KYOTO-Wi-Fi」を活用し、発災時には「京都市・帰

宅支援サイト」へと自動的に移行するシステムを運用しており、既存システムを効率的に活用した

情報提供を実践している。 

神戸市においても、「KOBE Free Wi-Fi」や、多言語観光アプリ『KOBE Official Travel 

Guide by NAVITME』等、既存の観光アプリが存在するので、これらと連携して防災情報の発

信等に活用することも考えられる。 
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３）放送・配信系コンテンツ 

「防災情報を気づかせ、とるべき行動を確認」させるため、防災無線など屋外スピーカーによる

音声に加え、デジタルサイネージ等の視覚的伝達手段を複合的に活用することが有効と考えられ

る。 

また、観光アプリ等はダウンロード作業の手間が普及の障壁となっている可能性が高いため、特

に有事の際にはデジタルサイネージを活用した「一方的な情報発信手段」は効果が期待できる。 

 

4）地域住民による声かけ 

防災情報の提供に際して、様々な情報提供ツールを用意しても、訪日外国人旅行者が必ず

目にするとは限らない。 

特に、クルーズ客船を下船後、個人で行動する訪日外国人旅行者に対しては、ツアーガイド

や旅行会社さえも情報伝達の術を持ちえないことが多い。そういったことからも、最終的に有事の

際にサポートできるのは店舗・施設スタッフや一般市民などの「地域住民」である。このことを理解

したうえで、日本人／外国人、住民／旅行者などを区別することなく「共助」の精神を発揮し、す

みやかに行動に移すことが重要になる。 

そのためには、共助のための行動が、「正確な語学力」や「必要以上の手助け」が求められるも

のではないということを、地域住民に対して周知を図ることが重要となる。 

まずは津波警報の発表を知り、高台など安全な場所へと避難する自助のための「日本人の率

先行動」が重要であり、その際に状況がわからず逃げない外国人を見かけた時に、ただ一言

「Follow me!（私についてきて、いっしょに逃げよう！）」と声をかけてあげるだけで、多くの訪日

外国人旅行者が安全に避難できることにつながる。このことを、地域住民に広く理解してもらう取

り組みが必要である。そのためには、あらかじめ地元商店街、商工会や自治会などと連携し、地

域住民への説明やわかりやすいコミュニケーションシートなどの配布を行うことも有効である。 
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図表：検討フロー１～３の整理例 

 

 

 

＜海側＞ 

旅客船社・販売代理店等 
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の際における情報提供マニュア

ル」による基礎的な防災情報 

→寄港地特有の防災情報  

（地理的特性やランドマーク

等で避難方向を示唆） 

１）上陸前（船内） 

（１）既存情報提供サービスの活用 

 

 

（２）新規寄港地案内コンテンツの 

作成・配布 

 

→船内新聞や客室サービス案内で、

「津波発生時の避難方法」等につ

いて追記して告知 

→新たに寄港地防災情報コンテンツ

を作成し、客室テレビ放映や寄港

地関連配布物と一緒に提供依頼 

＜陸側＞ 

自治体・観光協

会等 

 

→全てのコンタクトポイント 
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・市内観光案内所 
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２）有事・ガイダンス型 

（１）避難行動を促す情報 

 

 

 

 

 

（２）正確な災害情報 

 

→現在位置において取るべき避

難行動をシンプルなメッセージ

へと落とし込んで情報提供

（港周辺＝『山側・高台へ逃

げる』、山手エリア＝『船には

戻らない、海に近づかない』

等） 

→安全確保の方法、災害の実 

際の状況、今後の見通し等 

 

２）上陸後 

（１）紙媒体 

 

 

（２）Web媒体 
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→観光案内に加え、「Wi-Fi接続案
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→「KOBE Free Wi-Fi」、多言語観

光アプリ『KOBE Official Travel 

Guide by NAVITME』 

→屋外スピーカーやデジタルサイネー

ジなど音声や視覚を活用した「一

方的な情報発信手段」 

→日本人による率先行動や声かけ

「Follow me」などによる避難誘

導 

１．提供主体 ２．情報内容 ３．提供手段 



33 

 

4. 具体的な取り組み方針 

4.1 防災部門と観光部門の連携の必要性について 

今回の調査では、防災部門と観光部門が十分に連携できていない点が明らかになった。つまり、観

光における防災対策では、急増する訪日外国人旅行者全般に対してもさることながら、クルーズ客船

による訪日外国人旅行者への津波対策については、情報提供すらできていない現状が確認された。 

また、有事の際、訪日クルーズ旅客が問い合わせるのは自治体ではなく、クルーズ船社・旅行代理

店・寄港地の観光案内所等と想定されるが、それらの機関が十分な情報を持っていない場合が多い

との現状が確認された。加えて、防災関係の情報は専門的で、かつ地域住民向けのものが多く、防災

情報を訪日外国人旅行者が共有するには、多言語化に加え、観光関係の窓口と接点を持つ必要

があることも指摘された。 

急増するクルーズ客船の寄港と発生確率が高い南海トラフ地震を考慮すると、防災部門と観光部

門の間で防災情報がしっかりと共有され、観光部門から訪日外国人旅行者に対して最低限の情報

発信が行われる必要があり、まずは両部門が「顔の見える関係」を構築していくべきである。 

 

4.2 地域における協力（地域防災力の向上）について 

有事の際には、国や自治体による対応以上に、地域の関係者及び市民が主体となり、観光客等

の避難誘導等に協力・分担して取り組むことが重要となる。 

京都市の事例では、大規模災害発生時に帰宅困難となった観光客の安全を確保するため、各商

店街や地域住民が主体となって避難誘導を行ってもらえるよう「災害時における観光客等帰宅困難

者の避難誘導に関する協定書（避難誘導団体）」を締結している。当協定では、大規模地震など

自然災害や危機事象発生時等により、帰宅が困難となった観光客等に対して、適切な避難行動及

び帰宅時の安全確保を支援するための避難誘導に関して必要な事項を定めている。 

「地域防災力の向上」の観点からの地域との連携のあり方について、京都市の事例に加え、率先

行動や声かけ（「Follow me」）等の重要性を地域住民へ周知を図るなどの検討を進めることも有

用である。 

 

4.3 実効性のある避難誘導のあり方の具体的検討について 

クルーズ客船による訪日外国人旅行者が、有事の際に適切な初動をとり、実効性のある避難行動

をとるためには、その前提となる観光分野での防災情報の提供等といった、平時からの取り組みが必要

である。まとめ 1.～3.に示した取り組みもさることながら、それらを実効性のあるものにするためには、前

述の通り防災部門と観光部門の普段からの連携及び地域における協力体制の確立が重要になってく

る。そして、その際、クルーズ客船の乗客が緊急時には「船に戻る」という行動を念頭に置きつつ、具体

的な避難誘導のあり方を構築することが必要であり、これらの方針を関係主体が具体策へ落とし込む

検討が必要となる。 
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5. 終わりに～今後の展望 

今回、クルーズ客船停泊時における大規模災害発生を想定した訪日外国人旅行者の実効性の

ある避難誘導のあり方について、管内でもクルーズ寄港数の多い神戸港を例に調査・分析を行った。 

取りまとめにあたっては、「クルーズ客船による訪日外国人旅行者に安心して観光を楽しんでもらうと

共に、災害から命を守る」ことを前提に、その実現のため「有事における円滑な避難誘導の実施及び

適切な初動体制の構築を進める」ことを基本方針とした。 

それを踏まえ、委員会において議論した内容は、以下の2点である。 

第１に、観光・防災両分野における関係者が、観光分野における防災情報提供の必要性につい

て議論を行い、 

① 「観光危機管理」の視点に立ち、観光客に対する防災情報の提供や発災時への備えなど、

災害時における観光客への対策を充実させることは決してマイナスイメージとはならず、むしろプ

ラスのイメージとして評価につながるものであること 

② 防災情報の提供は、地域住民のみならず訪日外国人を含む観光客等に対しても行われるべ

きであり、観光・防災両分野における関係者が協力することが重要であること 

について一定の理解を得た。 

これらの議論にあたっては、観光先進地域の事例も参考にした。 

例えば、インドネシア・バリ島での案内表示板、沖縄県4 の情報提供事例や豪州5 、米国6 などの

観光先進国における旅行者へのリスク情報提供システム等、観光先進地域においては、積極的に観

光危機管理の分野についての取り組みが構築・運用されていることや、提供する情報の内容について

も、従来の行政視点での防災情報から視点を変え、外国人旅行者自身が「自分の命と安全を守る

ための情報」として位置づけ、主体的な情報収集を促す内容とすることで、「自助」の考え方を持っても

らえる情報として発信されており、こういった先進的な取り組みを参考にすることも有効である。 

第2に、防災部門と観光部門との連携強化を視野に、いわゆる「あるべき姿」を共有した。具体的に

は、「情報提供主体」、「有用な防災情報」そして「実効性のある情報提供手段」の３つの項目に落

とし込んで議論を行い、 

① 情報提供主体については、訪日外国人旅行者と接点を有する海側（旅客船社、販売代理

店等）と陸側（自治体、観光協会等）の全ての関係者が、それぞれの役割に応じて情報提

供を行うことが必要であること 

② 有用な防災情報については、大きく「事前・インプット型」と「有事・ガイダンス型」に整理し、それ

ぞれに適切な情報を提供する必要があり、前者では船内において日本における自然災害・防

災等に関する基礎知識や寄港地に応じた防災情報の提供、後者では有事の際、パニックにな

ることが想定される訪日外国人旅行者に対して、自身の判断に委ねることなく、取るべき行動

を一方通行で指示することを目的に、シンプルなメッセージへと落とし込むことが有効であること 

                                                   
4一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー「沖縄観光危機管理 | 沖縄 安全・安心な観光地へ！」より 

http://tcm.ocvb.or.jp/ 
5 オーストラリア政府 外務通産省「Smartraveller.gov.au」 より

http://smartraveller.gov.au/Pages/default.aspx 
6 アメリカ合衆国 国務省「Smart Traveler Enrollment Program」より 

https://step.state.gov/ 
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③ 実効性のある情報提供手段については、コンタクトポイントごとに必要となる情報に応じた適切

な提供手段の活用が必要であり、具体的には、船内では船内新聞など「既存情報提供サービ

スの活用」と、受入側（国・自治体）による「新たな寄港地案内コンテンツの作成・配布」が考

えられる。また、上陸後には、多様な行動をとる旅行者を想定し、紙媒体やWeb媒体、放送・

配信コンテンツなどの複数の手法による情報提供が有効であること 

以上①～③について、一定の理解を得た。 

上記2点を踏まえ明らかになったことは、防災部門と観光部門が十分に連携できていないという現状

である。そのため、具体的な取り組みとして、防災部門と観光部門の連携の必要性が確認された。今

後は防災と観光の両部門が「顔の見える関係」を構築し、相互の情報共有・連携を深めていくことが

重要である。 

加えて、地域との協力・連携が重要である。これは、事例調査及び観光危機管理の専門家からも

意見が出た。京都市の取り組み事例では、有事の際には国や自治体による避難誘導等の対応が重

要であるが、それに加えて地域の関係者及び市民にも支援者になってもらい、各主体が協力・分担し

て取り組むことが、避難誘導の実効性の高さにつながることとしている。また、観光危機管理の専門家

から、自ら安全を確保する自助の行動が難しい訪日外国人旅行者に対しても地域全体でサポートし

あう「共助」の重要性と具体的な取り組み方法について提言があった。共助は決して難しいものではな

く、あくまで地域住民が避難する「率先行動」に、ほんの少しの外国人という存在への意識・配慮とただ

一言「Follow me!（私についてきて、いっしょに逃げよう！）」だけで実現できるものであるということ

であった。今後神戸においても、「地域防災力の向上」の観点からの地域との連携のあり方について検

討を進めることに関して、まずは関係者の意識を合わせることが重要であろう。 

今回は、関係者の協力を得て、様々な観点から「避難誘導のあり方」をテーマに調査・検討を行な

ってきた。その際、防災部門および観光部門の関係者が、共通目的のもと情報共有や議論ができる

「場」を形成できたことは一定の成果であったと評価できる。 

一方で、具体的な「避難誘導のあり方」そのものについては、その前提となる課題の整理及び当面

の取り組み方針については関係者間で共有できたものの、有事の際に、具体的に何を、どうすべきか、

までは結論が出ていない状況にある。 

今後は、一連の検討内容を入口として、クルーズ客船による訪日外国人旅行者に対して実効性

及び持続可能性を担保できる「避難誘導のあり方」の策定に向けて関係主体が連携し、継続的なブ

ラッシュアップ及びアップデートの議論や取り組みが行われることを期待したい。 

それらの取り組みの積み重ねが、「みなとまち」神戸が観光危機管理の先進事例になることにつなが

り、ひいては、「クルーズ客船による外国人旅行者に安心して観光を楽しんでもらうと共に、災害から命

を守る」ことに直結するものである。 

 

以上 
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別添資料 

 神戸海上保安部 阪神港神戸区及び尼崎西宮芦屋区船舶津波対策について 

 クルーズ船社  津波対応マニュアルの作成 

 旅行業者  地震災害対応マニュアル 

 兵庫県・神戸市－１ ひょうご防災ネット 

 兵庫県・神戸市－２ ひょうごＥ（エマージェンシー）ネット 

 兵庫県・神戸市－３ 南海トラフ巨大地震津波浸水想定図 

 兵庫県・神戸市－４ 市町津波計画策定の手引き 



阪神港神戸区及び尼崎西宮芦屋区船舶津波対策について

概要

東南海・南海地震等による津波発生時における、①港内在泊船舶等に対する迅速な通報・連絡体制の確立、②「警戒態勢」又は「避難
勧告」の発令基準の設定等を示した要綱（暫定版）を策定。

内容・特徴

１．避難勧告の発令基準について
港内に在泊中の船舶に対する避難勧告の指示は、気象庁等から津波警報
等が発表された時刻をもって港長から自動的に発令されることとしている。
船舶津波避難勧告は、「津波警報」及び「大津波警報」の発表を基準として
なされる。

２．港内における船舶の対応について（抜粋）
それぞれ在泊中の船舶の状態に応じた対応方針を明示。

２-１.基本的な船舶の対応
①自力避難が可能な船舶の対応
津波警報・大津波警報の情報入手後、船長の判断により安全な海域
への避難を実施。

②港外退避ができない船舶の対応
船舶の流出・乗揚を防止するため、係留索の増索及び機関の準備
等を行う。また、船長の判断により船舶にとどまることが危険と判断し
た場合は、速やかに陸上の指定された避難場所・高台等に避難を実
施。

③入港中の船舶（港内航行中の船舶を含む）の対応
津波注意報・警報等情報入手後、速やかに港外へ退避するとともに、
船長の判断により安全な海域へ避難を実施。

２-２.基本的な船舶避難順位
船舶が港外へ避難する際、港内における船舶交通の安全及び整とん
を図り、かつ、短時間でこれら船舶を効率的に避難させ るため、防波堤
（港の内側）等の海域において、船舶の避難順位を示す一定の基準を
策定。
特に優先すべき船舶は、危険物積載船及び旅客が乗船する客船・フェ

リーとされている。

＊自力避難可能な船舶から避難を開始することについて妨げるものではない。

神戸海上保安部

神戸海上保安部資料を基に矢野経済研究所にて作成

区

分
津波警報等の種類

及び発表基準
措置内容

船

舶

津

波

警

戒

態

勢

津波注意報

    予想される津波の高さが高いところ

で0.2m以上、１ｍ以下の場合であっ

て、津波による災害のおそれがある場

合。

    在港各船は、乗組員の生命の安全確保を第一に考慮

し、津波情報の収集、係留索の強化等津波対策に留意する

こと。

津波警報

    予想される津波の高さが高いところ

で1mを超え、3m以下の場合。

    在港各船は、乗組員の生命の安全確保を第一に考慮

し、津波情報の収集に努め、津波来襲時刻等を考慮のうえ

港外への退避、係留索の強化等津波対策に万全を期すこ

と。

大津波警報

    予想される津波の高さが高いところ

で3mを超える場合。

１．在港各船は、乗組員の生命の安全確保を第 一に考

　　　慮し、港外への退避、係留索の強化等津波対策に万

　　　全を期すこと。

２．500総トン以上の船舶は、大阪湾中央部周辺海域ま

　　　で安全に避難可能であると判断した場合、原則として

　　　港外に避難し、保船等万全の措置を講ずること。

解

除

津波注意報、津波警報解除     各船は港内の状況把握に努め、航行規制等に留意して

港内に復帰すること。

船

舶

津

波

避

難

勧

告

◆警戒態勢等の区分とその内容



係留強化 離岸沖だし

乗客,乗組員は
陸上避難

• 乗客を安全
な場所に誘
導、案内

• 人員の確認、
点呼

港外避難

• 安全な海
域に避難

港内投錨

• ドラッギング
により保船

時間的
余裕あり

時間的
余裕あり

時間的余
裕無し

時間的
余裕無し

発 令 別 対 策

地震・津波注意報
対策※１

(船舶への避難勧告
なし)

津波―大津波警報対策※2、3
(船舶への避難勧告有り)

航海中 係留中
(乗客乗下船中以外）

乗客乗下船作業中 入港作業中

• 出港S/B
• 岸壁付近から人

を退去させる(船
内、陸上建物⾼
所又は⾼台等)

• 係留索の増し取
り又は船首尾要
因配置

• 船内放送による
津波注意報の
周知

• 情報収集

• 船内アナウンス
(乗客)

• 情報入手(目
的港、周辺海
域)

• 出来る限り、
安全海域に向
かい来襲する
津波に備える

• 出港S/B
• 船内アナウンス(乗客

への津波来襲の恐れ
の周知)

• 人員を確認し、点呼
後、要員確保

• 岸壁付近から人を退
去させる(建物⾼所、
⾼台等)

• 係留強化

• 出港S/B
• 乗下船作業を

中止する
• ﾎﾞｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾞﾘｯ

ｼﾞの格納(停電
による作動不可
を考慮)

• 船内アナウンス
(乗客へ周知、
避難誘導)

• 岸壁付近から人
を退去させる(船
内、建物⾼所、
⾼台等)

• 入港中止又
は直ちに離
岸し港外退
避

• 船内アナウン
ス(乗客へ周
知)

• 安全海域に
向かう

• 岸壁付近か
ら人を退去さ
せる(船内、
建物⾼所、
⾼台等)

注）大津波警報が発令された場合
付近に陸上避難場所があり、時間的に余裕
がある場合は、運航部を除く乗組員、乗客、
訪船者、業務乗客等は下船させる。

※1）津波注意報(表記しない：1ｍ)
20cm以上で1m以下の津波
(20cm≦⾼さ≦1m)
もしくは震度３未満の地震発生

※２)津波警報(⾼い：3ｍ)
1m超で3m以下の津波(1m≦⾼さ≦3m)
もしくは震度３以上の地震発生

※3）大津波警報(巨大5m.10m.10ｍ超)
3m超の津波 (3ｍ＜⾼さ)

※発令種類について
(巨大地震の場合の表現：数値発表)

津波対応マニュアルの作成

概要・内容

2015年8月に、災害発生時に備え「津波対応マニュアル」を策定。
当マニュアルでは、津波被害が想定される港に寄港する場合にと
る「1.本船体制」と、実際に地震または津波発生時の対応について
示した「2.地震・津波発生時対策（フロー）」を定めている。

1.本船体制について
津波災害が想定される港に寄港する場合には、主に下記の

ポイントを踏まえて体制をとることとしている。
1）可能な限り【30分以内に離岸】できる体制をとる準備する。
2）寄港前に津波防災情報図、自治体ハザードマップ等で

想定される被害及び岸壁付近の避難場所を確認。
3）ツアー等陸上活動各グループ、個人、市（含む港湾局）と

の連絡体制確立
4）上陸者には、緊急時に連絡が取れないことを前提に、あら

かじめ各自の判断で行動できるよう基本的な指針を作成す
ることを検討している。指針には下記内容を含んでいる。

・むやみに船に戻らない
・本船及び市等の緊急連絡先、港湾付近の防災情報
図（ハザードマップ）等

・防災情報の入手方法

2. 地震・津波発生時対策（フロー）について
当該フローでは、特に「大津波警報が発令された場合」にお

いて、船舶の状況（「係留中」「乗客上下船作業中」「入港作業
中」）に応じて、取るべき対応を定めている。

1）「係留中」及び「乗客上下船作業中」には付近に陸上非
難場所があり時間的余裕がある場合には、乗組員（運航部
除く）、乗客、訪船客、業務乗船者は非難させる。

2）「入港作業中」には、入港中止又は直ちに離岸し港外避
難。

◆地震・津波発生時対策（フロー） ※避難誘導部分のみ抜粋

クルーズ船社提供資料を基に⽮野経済研究所にて抜粋・加⼯

クルーズ船社



地震災害対応マニュアル

旅行会社 A社では、 多岐に及ぶ自然災害の中でも地震災害に焦点を当てた対応マニ

ュアルを策定。具体的なテーマとして、①緊急対応組織のあり方 （災害に強い会社づくり）、

②非常時の社員行動のあり方 （特に安否確認方法）、③お客様と旅行の取扱いの３点を挙

げている。

概要

内容・特徴
◆地震発生時の対応（被災地を旅行（滞在中）の場合）

◆想定している地震

◆緊急時の連絡ルート

①緊急対応組織のあり方について

・震度６以上 （必要に応じて震度５以下もあり）

の地震発生時に 「地震対策本部」 を、 本社

又は営業統括本部に設置。 人命救済を最優

先に被災地緊急対策や復興対策のために必

要な全権を掌握することとしている。

②非常時の社員行動のあり方について

・ 危機管理の基本を 「自助」 に置き、 発生時

の状況に応じて取るべき行動を示した 「社員

行動基準」 を定めている。 特に出張先や添

乗時に被災した場合には、 「直ちに身 （お客

様） を守る」 ことを最優先に、 以降の連絡ル

ートや基本的行動を指示する内容である。

③お客様と旅行の取扱いについて

・ 地震発生時には、被災地を旅行（滞在）中の

の顧客の安全配慮を最優先に、 迅速な応急

処置と適切な復旧対策を講じることとしており、

対応方針をマニュアル化している。 マニュア

ルでは、 大きく 「添乗員がいる場合」 と 「添

乗員がいない場合 （個人旅行を含む）」 とに

具体的な対応を示している。

・ 添乗員がいる場合は、 添乗員が責任をもっ

て安全確保、 状況報告・指示確認及び移動

誘導等を行う。 一方、 添乗員がいない場合

には、 旅行者の自助努力と行動が基本とし

ながらも、可能な限り所在確認と連絡を試み、

周辺情報や可能な援助を提供することとして

いる。

①添乗員がいる場合＝添乗員責任で対応

②添乗員がいない場合＝可能な範囲で安否確認 ・情報提供を試みる

旅行業者



ひょうご防災ネット

兵庫県において、 平成 17 年 4 月より運用開始した

防災情報提供事業。

これまでの防災行政無線、 広報車等の既存の手法

に加え、 携帯電話やインターネット （伊丹市を除く全

40市町ごとのHP）を介して県民に直接緊急情報等（※）

を伝達するシステム。

（※） 地震、 津波情報、 気象警報、 土砂災害情報、 河川洪

水予報、 竜巻注意情報、 国民保護に関する情報、 避難情報

概要

メールにて受け取ることができる情報

携帯電話を登録した場合、 以下の情報が入手可能。

■緊急気象情報
気象警報、 土砂災害警戒情報、 河川洪水予報、 地震 ・津

波 ・竜巻に関する情報、 特別警報等

■緊急情報
避難情報等

■国民保護情報
大規模テロ情報、 弾道ミサイルに関する情報等

■お知らせ情報
防災に関する豆知識など

◆ひょうご防災ネットHP

◆神戸市HP（緊急情報）

◆神戸市HP（トップページ）

兵庫県
神戸市

-1



ひょうごＥ（エマージェンシー）ネット

 概要

災害時において、 日本語を十分に理解できない外国人

（主に在留外国人） に対し、 迅速かつ的確に各種災害情

報等を提供することを目的として、 ひょうご防災ネットを外

国語に翻訳するサービスとして、 平成 18年 6月より運用

を開始。

具体的には、 気象情報や参画している各市町が発信す

る緊急情報等の内容を自動翻訳して HP （伊丹市を除く全

40市町ごとのHP）上に公開。また、携帯電話登録者には、

英語による更新通知メールを送付し、 翻訳ページに誘導。

当初は 5言語 （英語、 中国語（簡体字）、 韓国語、 ポ

ルトガル語、 ベトナム語） で運用開始していたが、 平成 28

年 12 月現在は 12言語 （中国語 （繁体字）、 フランス語、

ドイツ語、 イタリア語、 スペイン語、 インドネシア語、 タイ

語） に拡充。

現在、兵庫県他、県下の市町 40 の自治体が参画してお

り、 在留外国人のメール通知システム登録件数は約 2,100

件となっている （平成 30 年 2 月現在）。 12 言語のチラシを作成し、配布

◆登録用チラシ（例）

兵庫県
神戸市

-2



南海トラフ巨大地震津波浸水想定図

①兵庫県では、 国の南海トラフ巨大地震による津波想定 （平成24年8月29日発表） を踏まえ、 兵庫
県独自の津波浸水想定図を神戸、 阪神、 播磨、 淡路の 4つの地域に区分して作成。

②南海トラフ巨大地震による津波とは、 住民避難を柱とした総合的防災対策を構築する上で想定する
南海トラフ沿いで発生する可能性がある 「最大クラスの津波」 で、 発生頻度は極めて低いものの、
発生すれば甚大な被害をもたらす津波。

◆兵庫県津波浸水想定図:神戸市（東部）

概要
◆CGハザードマップHP

◆ハザードマップ（地域選択画面）

兵庫県
神戸市

-3

他の自然災害とともにスマートフォンで
も確認できる方法を提供。



市町津波計画策定の手引き 

兵庫県内市町の津波避難計画
策定支援のために、 東日本大震
災を踏まえた制度改正等を反映さ
せた 「市町津波避難計画策定の手
引き」 を平成 28年 2月に策定、
公表。
平成 29年度末までに沿岸全18
市町で策定完了。

本手引きの主な目的は以下の3
点と、 なっている。
・県内市町の津波避難計画の策
定支援
・県内市町の防災担当職員研修
のためのテキストとしての活用
・住民の居住地における自主的
な取り組みを支援。 外出先で
の津波遭遇も考慮
なお、 手引きの中で 「住民の率
先避難による観光客等への周知効
果」 について取り上げており、海外
からの来訪者対応について触れて
いる。

概要

内容・特徴
津波避難計画策定のステップ（P20）

◆市町津波避難計画策定の手引き

海外からの来訪者への
避難誘導に関する記載（P62）

◆避難計画の例（神戸市地域防災計画より）

表紙

兵庫県
神戸市
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